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証券決済ｼｽﾃﾑ改革の意義

証券決済ｼｽﾃﾑ改革の背景及び目指す方向

　　証券取引のグローバル化の下で、証券市場の国
際競争力を左右する基盤である証券決済ｼｽﾃﾑ
を、より安全で効率性の高いものに改革していく
ことが喫緊の課題。

(1)　統一的な証券決済法制の整備

(2)　有価証券のペーパーレス化

(3)　ＤＶＰの実現

(4)決済期間の短縮

　　（決済を取引日の3日後（Ｔ＋３）から翌日（Ｔ＋１）へ）

(5)　ＳＴＰ化の推進

○ＳＴＰ （Straight Through Processing)
　　　証券取引の約定から決済に至る一

連の作業が、標準化されたメッセージ･
フォーマット（取引データをやり取りす
る際の形式）を用いて電子的に行われ、
一度、入力されたデータが、人手によ
る加工を経ることなく処理されること。

○ＤＶＰ　（Delivery Versus Payment)
　　　　証券決済において、証券決済と資金

決済とが相互に条件付けられて行わ
れる仕組み。
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日本 米国 英国 フランス ドイツ

証券決済機関の 株式会社 株式会社 協同組合 株式会社 株式会社

組織形態 （財団法人）

取扱有価証券 株式、投信 株式、社債、国債、 株式、社債、国債、株式、社債、国債、 株式、社債、国債、

ＣＰ ＣＰ、投信ほか ＣＰほか ＣＰ、ＣＤ、投信等 ＣＰ、ＣＤ、投信等

決済期間 Ｔ＋３ Ｔ＋３ Ｔ＋０　（CP） T+３ T+０　（CP）

（2004年６月にＴ＋１Ｔ＋１　（国債） T+２　（その他）

を目標） T＋３　（その他）

韓国 台湾 香港 シンガポール

証券決済機関の 公的機関 株式会社 非営利有限会社 証券取引所

組織形態 の子会社

取扱有価証券 株式、社債、国債 株式、社債、国債、 株式、債券等 株式、社債、投信等

CP、ＣＤ、投信等 投信等

決済期間 Ｔ＋２ Ｔ＋２ Ｔ＋２ Ｔ＋３

国際比較
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国　債国　債 社　債社　債 株　式株　式 短期社債（ＣＰ）短期社債（ＣＰ）

日銀（登録機関）

一括登録
（受寄機関）

登録
機関

登録
機関

登録
機関

全国164社・JBﾈｯﾄ参加39社

発行体

保管振替機構

発行体

一部不発行申出

参加者口座 参加者口座

参加者

顧客口座

投資家

投資家 投資家 投資家

JBネット（中継機関）

投資家

参加者

顧客口座

投資家 投資家投資家

投資家

本券所有

振替機関

発行体

通知

投資家 投資家

書面

社債等登録法・同施行令・
同施行規則

現行の我が国の証券決済ｼｽﾃﾑ

投資家

振替口座
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証券決済改革において実現すべき政策目標

【決済リスクの削減】

①　ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ振替法制の実現
（＝有価証券法理に代わる新た
な民商法の原理の創設）

②　決済のファイナリティの確保

③　誤記載によるオペレーショナ
　ル・リスクの波及の防止

④　ＤＶＰの実現
　　・清算機関法制等
　　・決済途上の証券の担保化

【効率的な決済システムの運営】

①　証券決済機関の株式会社化

②　多層構造の実現

③　有価証券横断的な決済法制

　　・共益権の取扱い
　　・供託等の周辺制度との調整

前国会において措置した範囲

一般投資者保護のスキーム

国際的な連携
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全ての有価証券全ての有価証券

　　　振　替　機　関　　　振　替　機　関　　　振　替　機　関　　　振　替　機　関

証券会社・金融機関

金融機関･証券会社

振替口座

投資家投資家

振替口座

振替口座

ペーパーレス化

振替口座

金融機関･証券会社

振替口座

振替口座

投資家

（事
務
リ
ス
ク
の
遮
断
）

（事
務
リ
ス
ク
の
遮
断
）

ﾌｧｲﾅﾘﾃｨ ﾌｧｲﾅﾘﾃｨ

目指すべき証券決済ｼｽﾃﾑ

海外の証券決済
機関連

携

現在、ハーグ
国際私法会議
において条約
案を検討中

機関投資家

清算機関清算機関清算機関清算機関

セーフティー・ネットセーフティー・ネットセーフティー・ネットセーフティー・ネット

株式等につ
いては、商
法改正の議
論を踏まえ
措置


